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受理番号 陳情６第３８号 受理年月日 令和６年１１月１２日 

件 名 国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求め

る意見書の提出を求める陳情書 

 

【陳情の趣旨】 

 ２０２３年１２月、同６月成立の改正マイナンバー関連法の施行期日について

本年１２月２日とする旨の政令が発せられ、同日をもって健康保険証は廃止する

こととされました。 

 現行の健康保険証の廃止は、マイナンバー法上任意とされているマイナンバー

カードの取得の事実上の義務化であり、法律上にも大きな問題があります。さら

に医療現場では、依然として、カードによる資格確認が正確にできない（機械の故

障、誤作動、紐づけ誤り、登録遅延）などのトラブルが後を絶たず、保険資格確認

の手段としては確実なものとは言えない状況です。 

 政府が進めるマイナンバーカードの普及施策と健康保険証としての登録促進施

策により、マイナンバーカードの取得者と健康保険証としての利用登録者は一定

増加してきているものの、医療機関でのマイナ保険証利用率は、２０２４年４月

は６．５６％と低迷している状況です。 

 また、オンライン資格確認等システムの導入に対応しきれていない地域の医療

機関も一定数あり、閉院という選択肢を取らざるを得ないという現状も生まれて

います。これは政府がめざしている「かかりつけ医機能の発揮」という観点から見

ても、地域の医療を支える担い手が不足することになり、地域住民の健康に対す

る安全性を大きく損なう事態になる事も懸念されます。 

 日本の医療制度はいつでもどこでも誰でも必要な時に日本国内で均しく医療給

付をうけられる「国民皆保険」制度を採っています。 

 上記のような状況の中で、現行保険証を廃止すれば、同制度は機能不全に陥り

かねません。日本が世界に誇る医療保険制度を将来にわたって維持・存続させる

ため、国に対し、２０２４年１２月以降も現行の健康保険証の交付を継続し、当面

の間、マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める意見書の提出を要望しま

す。 

 

【陳情事項】 

 ２０２４年１２月２日の健康保険証発行終了を見直し、当面の間、現行の健康

保険証とマイナ保険証の両立を求めるよう国に要請して下さい。 

 

 


